
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
出
資
団
体
等
の
指

定�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

一

〇
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
の
指
定�

（
総
合
交
通
対
策
課
）　
　

二

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可�

（
農
業
振
興
課
）　
　

二

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
特
定
第
二
号
漁
業
者
）�

（
水
産
林
政
総
務
課
）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
五
件
）�

（
森
林
整
備
課
）　
　

五

〇
道
路
の
区
域
変
更�

（
道　

路　

課
）　
　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始�

（　
　

同　
　

）　
　

六

〇
廃
川
敷
地
等
の
発
生�
（
河　

川　

課
）　
　

六

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
）�
（
都
市
計
画
課
）　
　

六

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示�

（
会　

計　

課
）　
　

七

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　
　

七

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出�

七

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

七

〇
政
治
団
体
の
解
散
届�

八

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
八
年
分
）�

九

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
九
年
分
）�

九

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
三
十
年
分
）�

一
〇

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
三
十
一
年
分
（
令
和
元
年
分
））�

一
〇

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届�

一
二

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
等
の
届
出�

一
二

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表�

一
二

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
号
外
第
八
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
付
け
）
中�

一
七

〇
宮
城
県
公
報
号
外
第
九
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
付
け
）
中�

�

一
七

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
特
定
出
資
団
体
等
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　

な
お
、
平
成
三
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
一
号
（
情
報
公
開
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
出
資
団
体

等
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

仙
台
臨
海
鉄
道
株
式
会
社

阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
伊
豆
沼
・
内
沼
環
境
保
全
財
団

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
環
境
事
業
公
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
文
化
振
興
財
団

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

一
般
社
団
法
人
東
北
地
域
医
療
支
援
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
腎
臓
協
会

宮
城
県
信
用
保
証
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
振
興
機
構

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
国
際
化
協
会

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）

（1）　令和２年２月21日　金曜日 第80号宮　　城　　県　　公　　報



一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー

株
式
会
社
仙
台
港
貿
易
促
進
セ
ン
タ
ー

公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
青
果
物
価
格
安
定
相
互
補
償
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
畜
産
協
会

宮
城
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社

一
般
財
団
法
人
み
や
ぎ
建
設
総
合
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
フ
ェ
リ
ー
埠
頭
公
社

宮
城
県
開
発
株
式
会
社

塩
釜
港
開
発
株
式
会
社

仙
台
空
港
鉄
道
株
式
会
社

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会

二　

条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
出
資
団
体
等

一
般
財
団
法
人
宮
城
県
地
域
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー

一
般
社
団
法
人
み
や
ぎ
医
療
福
祉
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
精
神
保
健
福
祉
協
会

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
会
議

公
益
財
団
法
人
宮
城
県
水
産
振
興
協
会

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

宮
城
県
飲
酒
運
転
根
絶
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
八
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

飲
酒
運
転
根
絶
重
点
区
域

指　
　

定　
　

日

指　

定　

期　

間

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
及

び
四
丁
目
並
び
に
国
分
町
一
丁
目

か
ら
三
丁
目
ま
で

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
、

二
丁
目
及
び
四
丁
目

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
太
白
区
長
町
三
丁
目
、
五

丁
目
及
び
七
丁
目�

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

石
巻
市
立
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目

並
び
に
中
央
二
丁
目

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

塩
竈
市
尾
島
町

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
一
丁
目

か
ら
五
丁
目
ま
で

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

大
崎
市
古
川
北
町
一
丁
目
、
台
町

及
び
東
町

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
五
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

令
和
二
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
唐
桑
町
上
小
鯖

五
十

－

五

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

十
一
人
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城
県
漁
業

協
同
組
合

の
唐
桑
支

所
の
地
区
）

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

三
浦　

理
市

気
仙
沼
市
唐
桑
町
小
長
根

百
九
十
七

－

十

佐
々
木　

正
利

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
気
仙
沼

地
区
支
所

の
地
区
の

う
ち
鹿
折

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
二
ノ
浜
百
七
十

八

－

二

小
松　

靖

気
仙
沼
市
大
浦
二
十
九

－

四
十
小
野
寺　

俊
光

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

気
仙
沼
市

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
大
谷
本

吉
支
所
の

地
区
の
う

ち
本
吉
出

張
所
以
外

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
小
金
沢

八
十
四

千
葉　

隆

気
仙
沼
市
本
吉
町
赤
牛
五

十
三

－
二

芳
賀　

千
鶴
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

令
和
二
年
二
月

十
二
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

馬
場
八
十
四

－

一

千
葉　

浩
樹

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

番
所
九
十
六

阿
部　

浩

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
十
二
人

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

北
上
町
十

三
浜
支
所
、

河
北
町
支

所
、
雄
勝

町
東
部
支

所
及
び
雄

勝
町
雄
勝

湾
支
所
の

地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
雄
勝
町
大
須
字

舘
ヶ
森
百
三
十
九

西
條　

博
利

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

石
生
百
十
四

－

一

武
山　

留
吉

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

寄
磯
前
網

支
所
の
地

区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
寄
磯
浜
大
松
十
七

－

三
遠
藤　

重
雄

石
巻
市
寄
磯
浜
前
浜
十
四

渡
辺　

明
敏

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
三
人

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

谷
川
支
所

の
地
区
の

う
ち
鮫
浦

の
区
域
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
鮫
浦
細
田
三
十
一

阿
部　

富
士
男

石
巻
市
南
境
字
新
小
堤
七

十
七

阿
部　

隆
明

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

谷
川
支
所

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

令
和
二
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
泊
浜
釜
ノ
上
四

－

一阿
部　

友
廣

石
巻
市
泊
浜
塩
場
八

－

一

松
川　

一
浩

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

六
人
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の
地
区
の

う
ち
泊
浜

の
区
域
）

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

に
規
定
す
る
漁

業

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

網
地
島
支

所
及
び
表

浜
支
所
の

地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

石
巻
市
給
分
浜
後
山
十
一

－

一
菅　

利
行

石
巻
市
小
網
倉
浜
安
藤
沢

九

－

二
十
三

阿
部　

昭
浩

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
人

女
川
町
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

女
川
町
支

所
の
地
区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業
で
あ
っ
て
、

船
び
き
網
若
し

く
は
す
く
い
網

を
使
用
し
て
い

さ
だ
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
、
敷
網

を
使
用
し
て
小

女
子
を
と
る
こ

と
を
目
的
と
す

る
漁
業
又
は
こ

れ
ら
を
併
せ
営

む
漁
業

令
和
二
年
二
月

十
二
日

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字

指
ヶ
浜
六
十
五

－
十
三

鈴
木　

忠
一
郎

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字

指
ヶ
浜
六
十
五

－

十
一

指
ヶ
浜
住
宅
七

阿
部　

邦
男

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
中
倉
三
の
四

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か
ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
金
喰
沢
山
五
、
字
大
平
山
一
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
神
楽
石
二
番
八
の
一
九
、
八
の
二
〇
、
九

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
中
之
沢
一
九
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
七
ケ
宿
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
所
夫
山
一
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
川
崎
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
河
北
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
中
央
三
丁
目
四
九
番
一
地
先
か
ら

同
市
中
央
三
丁
目
一
番
六
地
先
ま
で

前
Ａ

一
〇
・
二
～

�

一
二
・
四

八
六
・
九
　

上
記
Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ
は
、
関

係
図
面
に
表
示

す
る
敷
地
の
区

分
を
い
う
。

後
Ａ

一
〇
・
二
～

�

二
五
・
八

八
六
・
九

　

Ｂ
　

六
・
八
～

�

七
・
二

六
四
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
河
北
線

石
巻
市
中
央
三
丁
目
四
九
番
一
地
先
か
ら

同
市
中
央
三
丁
目
一
番
六
地
先
ま
で

令
和
二
年

二
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
大
川
水
系
大
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

令
和
二
年
二
月
六
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

気
仙
沼
市
川
畑
十
二
番
八
及
び
十
三
番
七

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

二
百
二
十
九
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

大
河
原
町
か
ら
仙
南
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称

　
　
　

二
・
二
・
三
百
三
号　

南
桜
公
園

　
　
　

二
・
二
・
三
百
二
十
七
号　

稗
田
前
公
園

　
　
　

二
・
二
・
三
百
二
十
八
号　

上
谷
二
号
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

大
河
原
町
か
ら
仙
南
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

　
　
　

仙
南
広
域
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
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２　

名
称

　
　
　

大
河
原
衛
生
セ
ン
タ
ー

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
高
等
学
校
教
育
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
賃
貸
借　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
高
校
教
育
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
二
月
三
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都

港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

五　

落
札
金
額　

六
千
九
百
二
十
三
万
四
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

う
だ
が
わ
よ
し
ゆ
き
後

援
会

富
田　

正
夫

相
澤　

裕
美

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
小
妻
坂

七
一

－

一

令
和
二
年

�

一
月
二
十
七
日

遠
藤
裕
一
後
援
会

遠
藤　

裕
一

遠
藤　

裕
一

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
本
町
一
六

令
和
二
年

�

一
月
三
十
日

児
玉
金
兵
衞
後
援
会

児
玉
金
兵
衞

児
玉　

礼
子

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
上
町
四
一

令
和
二
年

�

一
月
二
十
一
日

佐
藤
英
治
後
援
会

佐
藤　

英
治

百
　々

郁
子

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
野
三
〇

－

一

九

令
和
二
年

�

一
月
十
五
日

さ
と
う
清
隆
後
援
会

佐
藤　

清
隆

佐
藤　

孝
典

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
宿
一
七
四

－

一

令
和
二
年

�

一
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

公
明
党
宮
城
県
本
部

庄
子　

賢
一

会
計
責
任
者

の

氏

名

鈴
木　

広
康

伊
藤　

和
博

令
和
二
年

�

一
月
十
八
日

国
民
民
主
党
宮
城
県
総

支
部
連
合
会

須
藤　
　

哲

代

表

者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

桜
井　
　

充

令
和
元
年

�

十
二
月
五
日
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国
民
民
主
党
宮
城
県
総

支
部
連
合
会

沼
沢　

真
也

代

表

者�

の

氏

名

沼
沢　

真
也

須
藤　
　

哲

令
和
二
年

�

一
月
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺　

敬
信

沼
沢
し
ん
や

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

３
区
総
支
部

須
藤　
　

哲

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

令
和
元
年

�

十
二
月
五
日

代

表

者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

桜
井　
　

充

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

３
区
総
支
部

沼
沢　

真
也

代

表

者

の

氏

名

沼
沢　

真
也

須
藤　
　

哲

令
和
二
年

�

一
月
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺　

敬
信

佐
藤　

道
昭

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

１
区
総
支
部

須
藤　
　

哲

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

令
和
元
年

�

十
二
月
五
日

代

表

者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

桜
井　
　

充

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

１
区
総
支
部

沼
沢　

真
也

代

表

者

の

氏

名

沼
沢　

真
也

須
藤　
　

哲

令
和
二
年

�

一
月
十
六
日

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

２
区
総
支
部

須
藤　
　

哲

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

令
和
元
年

�

十
二
月
五
日

代

表

者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

桜
井　
　

充

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

２
区
総
支
部

沼
沢　

真
也

代

表

者

の

氏

名

沼
沢　

真
也

須
藤　
　

哲

令
和
二
年

�
一
月
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺　

敬
信

佐
藤　

道
昭

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

６
区
総
支
部

須
藤　
　

哲

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

令
和
元
年

�

十
二
月
五
日

代

表

者

の

氏

名

須
藤　
　

哲

桜
井　
　

充

国
民
民
主
党
宮
城
県
第

６
区
総
支
部

沼
沢　

真
也

代

表

者

の

氏

名

沼
沢　

真
也

須
藤　
　

哲

令
和
二
年

�

一
月
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺　

敬
信

佐
藤　

道
昭

自
由
民
主
党
宮
城
県
第

五
選
挙
区
支
部

勝
沼　

栄
明

会
計
責
任
者

の

氏

名

浅
野　

直
美

佐
藤　
　

公

令
和
二
年

�

一
月
十
五
日

立
憲
民
主
党
宮
城
県
第

１
区
総
支
部

山
下　

章
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
長

町
四

－

四

－

二
九

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
二

－

一

令
和
二
年

�

一
月
二
十
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

愛
と
緑
と
活
力
あ
る
県

政
研
究
会

鈴
木　

雅
俊

代

表

者

の

氏

名

鈴
木　

雅
俊

金
谷　

政
孝

令
和
元
年

�

十
二
月
二
十
五
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

後
藤　

達
彦

鈴
木　

優
佑

う
だ
が
わ
よ
し
ゆ
き
後

援
会

大
関　

辰
郎

代

表

者

の

氏

名

大
関　

辰
郎

富
田　

正
夫

令
和
二
年

�

一
月
三
十
日

か
ん
の
良
雄
後
援
会

大
和　

常
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

菅
野　

和
子

遊
佐　

征
夫

令
和
元
年

�

十
二
月
七
日

齋
藤
英
之
後
援
会

齋
藤　

義
範

代

表

者

の

氏

名

齋
藤　

義
範

佐
藤　

徹
男

令
和
二
年

�

一
月
十
八
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

齋
藤　

秀
俊

佐
藤　

美
道

佐
藤
長
成
後
援
会

我
妻　

正
二

代

表

者

の

氏

名

我
妻　

正
二

秋
保　

英
俊

令
和
二
年

�

一
月
十
二
日

勝
栄
会

勝
沼　

栄
明

会
計
責
任
者

の

氏

名

浅
野　

直
美

橋
本　
　

博

令
和
二
年

�

一
月
十
五
日

親
幸
会

中
沢　

幸
男

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
康
治

岩
松　

貴
子

令
和
二
年

�

一
月
二
十
三
日

政
治
結
社
赤
心
義
塾

鈴
木　

延
也

会
計
責
任
者

の

氏

名

相
沢　

光
雄

澤
口　

真
司

令
和
元
年

�

十
月
一
日

中
沢
幸
男
の
会

木
村　
　

裕

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
々
木
康
治

岩
松　

貴
子

令
和
二
年

�

一
月
二
十
三
日

沼
田
長
一
後
援
会

佐
藤　

富
夫

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

富
夫

今
野　

勝
夫

令
和
二
年

�

一
月
一
日

平
井
み
ど
り
と
歩
む
会

平
井　

緑
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
国

分
町
三

－

一

－

五

仙
台
市
青
葉
区
柏

木
三

－

二

－

二
七

令
和
二
年

�

一
月
二
十
日

三
沢
茂
後
援
会

樋
口　

幸
彦

代

表

者

の

氏

名

樋
口　

幸
彦

樋
口　

正
雄

令
和
二
年

�

一
月
二
十
六
日

緑
の
会

平
井　

緑
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
国

分
町
三

－

一

－

五

仙
台
市
青
葉
区
柏

木
三

－

二

－

二
七

令
和
二
年

�

一
月
二
十
日

ゆ
り
の
会

鎌
田
さ
ゆ
り

会
計
責
任
者

の

氏

名

横
田
ひ
ろ
子

古
谷　

千
秋

令
和
元
年

�

十
二
月
十
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

�
政　

治　

団　

体　

の　

名　

称�

代
表
者
の
氏
名�

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
角
田
市
伊
具
郡
第
一
支
部�

長
谷
川
洋
一�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

�

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称�

代
表
者
の
氏
名�

解
散
年
月
日

石
井
み
ど
り
宮
城
県
後
援
会�

細
谷　

仁
憲�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

上
田
万
作
一
後
援
会�

佐
藤　
　

博�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

小
野
勝
朗
後
援
会�

宍
戸　

哲
也�

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日

小
野
の
り
こ
後
援
会�

門
馬　
　

基�

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日

持
続
可
能
な
街
づ
く
り
を
考
え
る
会�

金
沢　
　

恒�

令
和
元
年
十
二
月
二
十
四
日

只
野
順
後
援
会�
松
田　
　

淳�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

「
地
域
に
活
力
と
笑
顔
を
」
す
ど
う
哲
後
援
会�
上
田
万
作
一�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

中
川
久
男
後
援
会�

佐
々
木　

勇�

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

長
谷
川
洋
一
政
策
研
究
会
あ
ぶ
く
ま
会�

長
谷
川
洋
一�
令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
川
崎
支
部�

鈴
木　

清
安�
平
成
三
十
年
五
月
二
十
三
日

杜
の
都
市
政
研
究
会�

角
田　

正
彦�

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
八
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
九
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　
前
年
繰
越
額

102,499

　
　
　
本
年
収
入
額

10

２
　
支
出
総
額

36,460

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
そ
の
他
の
収
入

10

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

10

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

36,460

　
　
〔
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出
〕

22,460

　
　
　
選
挙
関
係
費

14,000

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

22,460

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
川
崎
支
部

報
告
年
月
日
　
１
.�12.�19（

30.�５
.�23解

散
）

１
　
収
入
総
額

102,509

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
川
崎
支
部

報
告
年
月
日
　
１
.�12.�19（

30.�５
.�23解

散
）

１
　
収
入
総
額

66,049

　
　
　
前
年
繰
越
額

66,049

２
　
支
出
総
額

55,428

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

108

　
　
　
事
務
所
費

108

　
　
政
治
活
動
費

55,320

　
　
〔
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出
〕

48,580

　
　
　
組
織
活
動
費

6,740
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
一
年
分
（
令
和
元
年
分
）
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
�

（
29人
）

22,800

　
　
寄
附

60,000

　
　
　
団
体
分

60,000

　
　
そ
の
他
の
収
入

3

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

3

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

216,658

　
　
　
人
件
費

103,700

　
　
　
光
熱
水
費

16,977

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

11,696

　
　
　
事
務
所
費

84,285

　
　
政
治
活
動
費

83,660

　
　
　
組
織
活
動
費

12,000

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

31,860

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

18,900

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

12,960

　
　
　
調
査
研
究
費

39,800

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
団
体
分
〕

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

60,000

（
資
金
管
理
団
体
）

長
谷
川
洋
一
政
策
研
究
会
あ
ぶ
く
ま
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
長
谷
川
洋
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�９
（
１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

299,893

　
　
　
前
年
繰
越
額

89,893

　
　
　
本
年
収
入
額

210,000

２
　
支
出
総
額

243,514

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

210,000

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

48,580

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

宮
城
県
商
工
政
治
連
盟
川
崎
支
部

報
告
年
月
日
　
１
.�12.�19（

30.�５
.�23解

散
）

１
　
収
入
総
額

10,621

　
　
　
前
年
繰
越
額

10,621

２
　
支
出
総
額

0

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

自
由
民
主
党
宮
城
県
角
田
市
伊
具
郡
第
一
支
部

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�９
（
１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

338,284

　
　
　
前
年
繰
越
額

255,481

　
　
　
本
年
収
入
額

82,803

２
　
支
出
総
額

300,318

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

第80号　令和２年２月21日　金曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報 （10）



　
　
　
本
年
収
入
額

2,876

２
　
支
出
総
額

29,855

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

2,876

　
　
　
個
人
分

2,876

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

29,855

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

29,855

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

29,855

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

2,876

小
野
勝
朗
後
援
会

報
告
年
月
日
　
１
.�12.�26（

１
.�11.�30解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

小
野
の
り
こ
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�14（

１
.�11.�14解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

持
続
可
能
な
街
づ
く
り
を
考
え
る
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�28（

１
.�12.�24解

散
）

１
　
収
入
総
額

148,000

　
　
　
本
年
収
入
額

148,000

２
　
支
出
総
額

148,000

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

148,000

　
　
　
個
人
分

148,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

148,000

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

148,000

　
　
　
個
人
分

10,000

　
　
　
政
治
団
体
分

200,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

176,034

　
　
　
人
件
費

78,300

　
　
　
光
熱
水
費

13,438

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

9,765

　
　
　
事
務
所
費

74,531

　
　
政
治
活
動
費

67,480

　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

47,480

　
　
　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

18,900

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

28,580

　
　
　
調
査
研
究
費

20,000

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

10,000

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合
会

200,000
仙
台
市
青
葉
区

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

石
井
み
ど
り
宮
城
県
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�29（

１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

112,051

　
　
　
前
年
繰
越
額

112,051

２
　
支
出
総
額

112,051

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

112,051

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

112,051

上
田
万
作
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�６
（
１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

29,855

　
　
　
前
年
繰
越
額

26,979
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〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

平
井　

緑
子

平
井
み
ど
り
と
歩

む
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
国
分

町
三

－

一

－

五

仙
台
市
青
葉
区
柏
木

三

－

二

－

二
七

令
和
二
年

�

一
月
二
十
日

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
二
月
二
十
一
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日　
　
　

長
谷
川
洋
一

長
谷
川
洋
一
政
策
研
究
会
あ
ぶ
く
ま
会

令
和
元
年
十
二
月
三
十
一
日

監
査
委
員

　
　
政
治
活
動
費

2,465,348

　
　
　
組
織
活
動
費

963,664

　
　
　
寄
附
・
交
付
金

1,501,684

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
政
治
団
体
分
〕

　
　
東
北
電
力
労
働
組
合
政
治
連
盟

285,600
仙
台
市
青
葉
区

　
　
　
　
宣
伝
事
業
費

148,000

５
　
寄
附
の
内
訳

　
〔
個
人
分
〕

　
　
平
井
　
緑
子

148,000
仙
台
市
宮
城
野
区

只
野
順
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�29（

１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

「
地
域
に
活
力
と
笑
顔
を
」
す
ど
う
哲
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�28（

１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

43,513

　
　
　
前
年
繰
越
額

43,513

２
　
支
出
総
額

0

中
川
久
男
後
援
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�22（

１
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0

杜
の
都
市
政
研
究
会

報
告
年
月
日
　
２
.�１
.�24（

１
.�12.�27解

散
）

１
　
収
入
総
額

2,502,619

　
　
　
前
年
繰
越
額

2,217,012

　
　
　
本
年
収
入
額

285,607

２
　
支
出
総
額

2,502,619

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

285,600

　
　
　
政
治
団
体
分

285,600

　
　
そ
の
他
の
収
入

7

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

7

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

37,271

　
　
　
事
務
所
費

37,271

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
元
年
９
月

か
ら
12月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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令
和
２
年
２
月
21日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
石
　
　
森
　
　
建
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
務
研
修
所
�

12月
３
日

　
　
公
文
書
館
�

12月
10日

　
　
大
河
原
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
大
河
原
地
方
支
局
を
含
む
。）�

12月
３
日

　
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
。）�

11月
21日

　
　
塩
釜
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
塩
釜
地
方
支
局
を
含
む
。）�

11月
28日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
東
部
地
方
支
局
を
含
む
。）�

11月
13日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
13日

　
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
。）�

11月
26日

　
　
消
防
学
校
�

12月
１
日

　
　
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
管
理
事
務
所
�

10月
８
日

〇
震
災
復
興
・
企
画
部

　
地
方
機
関

　
　
東
京
事
務
所
�

11月
７
日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
�

12月
11日

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
�

12月
27日

　
　
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
�

12月
13日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
�

12月
20日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
�

12月
10日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
５
日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
�

11月
19日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
14日

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
�

11月
27日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
�

11月
７
日

　
　
中
央
児
童
相
談
所
�

10月
15日

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
�

12月
５
日

　
　
さ
わ
ら
び
学
園
�

12月
17日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

10月
７
日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
�

10月
16日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
�

11月
20日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
29日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
14日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
15日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
�

12月
19日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
�

12月
23日

〇
農
政
部

　
地
方
機
関

　
　
農
業
大
学
校
�

10月
24日

　
　
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
�

10月
９
日

　
　
古
川
農
業
試
験
場
�

10月
17日

　
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所
�

12月
19日

　
　
畜
産
試
験
場
�

10月
10日

〇
水
産
林
政
部

　
地
方
機
関

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

11月
19日

　
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
18日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関
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北
部
土
木
事
務
所
�

12月
10日

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
29日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
22日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
�

11月
15日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
�

12月
18日

　
　
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

12月
27日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
�

10月
23日

　
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
�

11月
29日

　
　
東
北
歴
史
博
物
館
�

12月
13日

　
　
塩
釜
高
等
学
校
�

11月
１
日

　
　
石
巻
高
等
学
校
�

12月
18日

　
　
古
川
高
等
学
校
�

12月
27日

　
　
築
館
高
等
学
校
�

９
月
５
日

　
　
仙
台
二
華
高
等
学
校
�

12月
17日

　
　
仙
台
二
華
中
学
校
�

12月
17日

　
　
古
川
黎
明
高
等
学
校
�

10月
10日

　
　
古
川
黎
明
中
学
校
�

10月
10日

　
　
松
島
高
等
学
校
�

11月
28日

　
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
�

11月
５
日

　
　
登
米
高
等
学
校
�

11月
22日

　
　
志
津
川
高
等
学
校
�

10月
30日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
�

12月
17日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
�

11月
15日

　
　
名
取
北
高
等
学
校
�

10月
９
日

　
　
松
山
高
等
学
校
�

11月
28日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
�

11月
１
日

　
　
宮
城
野
高
等
学
校
�

12月
24日

　
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
�

11月
20日

　
　
亘
理
高
等
学
校
�

12月
27日

　
　
石
巻
北
高
等
学
校
�

12月
27日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
�

12月
17日

　
　
南
郷
高
等
学
校
�

９
月
６
日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
�

10月
30日

　
　
白
石
工
業
高
等
学
校
�

11月
28日

　
　
石
巻
商
業
高
等
学
校
�

12月
27日

　
　
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
�

12月
23日

　
　
一
迫
商
業
高
等
学
校
�

９
月
５
日

　
　
美
田
園
高
等
学
校
�

10月
24日

　
　
視
覚
支
援
学
校
�

12月
23日

　
　
聴
覚
支
援
学
校
�

10月
８
日

　
　
光
明
支
援
学
校
�

10月
23日

　
　
西
多
賀
支
援
学
校
�

11月
21日

　
　
石
巻
支
援
学
校
�

12月
19日

　
　
気
仙
沼
支
援
学
校
�

10月
29日

　
　
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
�

９
月
６
日

　
　
迫
支
援
学
校
�

12月
９
日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
東
警
察
署
�

12月
24日

　
　
大
和
警
察
署
�

９
月
17日

　
　
石
巻
警
察
署
�

11月
13日

　
　
佐
沼
警
察
署
�

12月
18日

　
　
亘
理
警
察
署
�

12月
３
日

２
　
監
査
結
果

　
�　
平
成
30年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所
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・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

90,952,872円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

141,646,604円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

232,599,476円

　
⑷
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

103,410,335円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

161,540,573円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

264,950,908円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

136,412,234円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

194,911,993円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

331,324,227円

　
⑸
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

35,783,598円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

79,215,621円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

114,999,219円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

51,287,625円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

95,717,791円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

147,005,416円

　
⑹
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

88,758,936円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

208,496,050円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

297,254,986円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

82,688,093円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

228,044,804円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

310,732,897円

　
⑵
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

113,344,837円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

194,359,382円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

307,704,219円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

149,735,100円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

206,010,506円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

355,745,606円

　
⑶
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た

い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

102,866,209円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

138,691,045円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

241,557,254円
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（
内
容
）

　
　
　
�　
消
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
防
火
管
理
者
の
解
任
及
び
選
任
の
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
消
防
法
第
８
条
第
２
項

　
⑽
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
　

　
　
�　
庁
舎
管
理
に
お
い
て
，
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
消
防
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
消
防
設
備
点
検
結
果
の
所
轄
消
防
署
へ
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
・
消
防
法
第
17条
の
３
の
３

　
⑾
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
�　
手
数
料
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
木
材
等
試
験
手
数
料
に
つ
い
て
，
平
成
29年
12月
20日
に
調
定
す
べ
き
も
の
を
，
平
成
30年
８
月
３
日
に
調

定
し
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
33,000円

　
⑿
　
多
賀
城
高
等
学
校

　
　
�　
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
せ
ず
，
他
団
体
か
ら
助
成
金
を
受
領
し
て
物
品
購
入
費
等
に
充
て
，
取
得
し
た
物
品
の

登
録
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
２
件

　
　
　
・
金
額
　
　
　
1,000,000円

　
　
　
・
購
入
物
品
　
ド
ロ
ー
ン
一
式
，
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
　
ほ
か

　
⒀
　
多
賀
城
高
等
学
校

　
　
�　
著
し
く
事
務
の
適
正
さ
を
欠
き
，
速
や
か
に
改
善
を
要
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ

う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
�　
受
給
希
望
者
を
募
る
こ
と
な
く
，
学
校
が
無
断
で
生
徒
の
名
義
で
奨
学
金
の
受
給
申
請
を
行
い
，
給
付
金

を
教
育
活
動
経
費
に
充
当
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
申
請
名
義
数
　
125人

　
　
　
　
・
給
付
金
額
　
　
500,000円

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

34,152,712円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

98,368,213円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

132,520,925円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

43,609,614円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

94,101,920円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

137,711,534円

　
⑺
　
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
平
成
30年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

8,277,516円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

68,106,568円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

76,384,084円

　
　
　
・
平
成
29年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

19,935,150円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

56,044,351円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

75,979,501円

　
⑻
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
再
任
用
職
員
に
係
る
健
康
保
険
料
及
び
厚
生
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
，
払
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
・
金
額
　
75,847円

　
⑼
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
庁
舎
管
理
に
お
い
て
，
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
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正

誤

〇
宮
城
県
公
報
号
外
第
八
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一
六

段上

行一
二

正

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　

誤

公
布
の
日

〇
宮
城
県
公
報
号
外
第
九
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

七七

段下下

行八九

正

同
表

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　

誤

同
条
表

公
布
の
日

　
　
　
　
・
充
当
内
容
　
　
防
災
研
修
等
参
加
旅
費
　
ほ
か

　
　
　
２
�　
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
等
利
用
料
金
の
徴
収
を
学
校
が
一
括
取
り
ま
と
め
の
上
，
毎
月
，
業
者
へ
支
払
を
行
っ

て
い
る
も
の
の
，
料
金
収
受
の
状
況
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
・
利
用
者
数
　
129人

（
Ｈ
31.�１

月
時
点
）
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